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第５章 今後の無電柱化に向けた取組

１．道路事業や市街地開発事業等にあわせた無電柱化

『無電柱化法』第 12条では、道路事業や市街地開発事業等の実施の際には、技術上

困難と認められる場合を除き、道路内への新たな電柱の設置が禁止されています。

このことを踏まえて、本市においても、道路の新設や改築・修繕といった道路事業

が行われる際や、土地区画整理事業や市街地開発事業等が行われる際には、電線管理

者と調整して無電柱化の検討を行い、無電柱化が実施可能な場合は、電線管理者と連

携して効率的に無電柱化事業を実施します。

前章で選定した優先道路４路線の整備についても、上記の考え方を基に検討してい

きます。
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２．無電柱化の低コスト化に向けた取組

無電柱化の低コスト化に向けた取組として、国は、収容する電線類の量や地域におけ

る需要変動の見込み、道路交通の状況、既設埋設物の状況等に応じて、メンテナンスを

含めたトータルコストにも留意しつつ、低コスト手法である浅層埋設方式や小型ボック

ス活用埋設方式、直接埋設方式の採用によるコスト縮減を提案しています。また、平成

31 年３月には、検討により得られた知見をまとめた『道路の無電柱化低コスト手法導

入の手引き（案）-Ver.２-』を作成し、無電柱化の低コスト手法が一層普及拡大してい

くことを目指しています。

一方、東京都では、平成 29年１月にコスト縮減に向けた技術検討会を設置し、管路

を浅く埋めることによる土工の減少、新たな管路材料の採用による材料費の削減・施

工性の向上、特殊部の小型化による支障移設の回避等の検討を進め、低コスト手法の

確立を図っています。また、その検討結果は、技術基準書である『東京都電線共同溝

整備マニュアル』に反映させています。

本市においては、このような動向を注視し、低コスト手法の活用についても検討しま

す。

表４ 国による低コストの普及

（出典：国土交通省ホームページ）
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表５ 東京都によるコスト縮減に向けた検討内容

（出典：東京都無電柱化計画(改定)令和３年６月改定）
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３．多様な整備手法の活用

（１）既存ストックの活用

既設道路内の電線共同溝方式による整備においては、地下埋設物がふくそうして

いるため、移設工事にかかる費用と工期の増大が課題となっています。既存ストッ

ク活用は、電線管理者が所有する管路やマンホール等の既存ストックを電線共同溝

の一部として活用する手法で、上下水道やガス等の支障移設を回避し、事業期間の

短縮と整備費用の縮減を図ることができます。このことから、電線事業者及び埋設

物者と連携して既存ストックの活用が可能か検討します。

図 16 既存ストック活用事例（通信設備活用イメージ）

（出典：東京都無電柱化計画(改定)令和３年６月改定）
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（２）ソフト地中化

ソフト地中化は、十分な歩道幅員がなく、歩道上に地上機器の設置場所を確保す

ることが困難な道路等において、その代替として変圧器等を支柱上に設置する手法

です。電線共同溝方式による整備において、道路内に歩道幅員が確保できない区間

がある場合は、このソフト地中化と組み合わせることによって、施工可能となりま

す。

ソフト地中化の変圧器は、地上機器に収納されたものより容量が小さいため、支

持柱の基数が多くなる場合があり、施工期間の長期化や整備費用の増加が課題とな

ることが多く、国において構造の標準化等による低コスト化を検討しています。

本市としても、国における低コスト化が整い次第、ソフト地中化による整備方式

の採用を検討します。

図 17 ソフト地中化のイメージ及び設置事例

＜文京区道 1046 号線（文京区千駄木）の設置事例＞

（出典：東京都電線共同溝整備マニュアル 参考資料【狭あい道路編】平成 30 年４月）
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４．補助金制度の活用

無電柱化の整備には、多額の費用がかかるため、国による補助金制度である社会資本

整備総合交付金（防災・安全交付金）や、東京都による無電柱化に関する区市町村への

財政支援等を有効に活用し、必要となる財源を確保します。

表６ 東京都による無電柱化に関する区市町村への財政支援

※補助金の割合は事業内容や年度により異なり、概ねの割合を示している。
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５．占用制度の運用について

（１）占用制限制度の的確な運用

国及び東京都では、道路法第 37 条の規定に基づく占用の禁止もしくは占用制限の

運用について、防災の観点から緊急輸送道路を対象に新設電柱の占用を制限する措置

を示しています。本市においても、関係者との調整を行いながら、新たな電柱設置を

抑制するための占用制度の的確な運用について検討していきます。

図 18 占用制限制度のイメージ

（出典：国土交通省ホームページ）

（２）占用料の減額措置

国は、防災上重要な道路や交通安全上課題がある道路等における無電柱化を促進す

るため、電線管理者が無電柱化を行う際、新たに道路の地下に取得した電線等に対し

て、固定資産税の軽減を実施しています。今後の国や東京都の動向を踏まえて、本市

においても、占用料の減額措置について検討します。

図 19 国による固定資産税の特例措置の概要

（出典：国土交通省ホームページ）
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